
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１．．都都市市計計画画ににつついいてて          

 私たちが暮らす諫早市は、健全で秩序あるまちづくりを実現するために、土地利用や都

市施設（道路、公園、下水道など）の整備および市街地の開発に関する一定の計画（これ

を「都市計画」といいます。）を定めています。 
 都市計画法は、これらの都市計画を実現するために必要な事項を定めた法律です。 
 本市は、都市計画法に基づき、市域を市街化区域、市街化調整区域、都市計画区域外の

３つに区域分けして、それぞれの区域に応じた特色あるまちづくりを目指しています。 

諫早湾 
大村湾 

大村市 

雲仙市 

長崎市 

長与町 

太良町 

橘湾 

都市計画区域 
 都市計画を定めた区域です。 
 本市では、昭和46年3月に市街化区域と市街化調整区

域に区分（線引き）されています。 

都市計画区域外 
 法による都市計画は定められていませんが、本市では

都市計画区域と一体的なまちづくりを目指しています。

 建物の用途規制の定めは原則ありません。 

市街化区域 
 計画的な都市化を図る区域です。 

用途地域等を指定し、住宅や店舗、工場などが住み

分けされています。 

市街化調整区域 
 優良な自然環境を保全し無秩序な市街化を防止す

る区域です。建物の用途は法律で限定されています。
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用途は法で限定 

※「３－３立地基準の概

要」P17参照 

用途地域を指定 

都市計画法では、それぞれの区域で土地利用に関するルールが変わってきます。 

住居系 

市街化調整区域 

市街化区域 

都市計画区域外 

イメージ図 

工業系 

用途規制なし 

 

        

 

商業系 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町別の都市計画区域（※あくまで目安です。詳しくは市にお尋ねください。） 

飯盛町 

森山町 

高来町 

小長井町 

松里町 有喜町 早見町 

天神町 中通町 鶴田町 

東小路町 

西郷町 新道町 立石町 

上野町 野中町 

船越町 原口町 西小路町 

宇都町 

福田町 泉町 金谷町 

城見町 天満町 

日の出町 

永昌町 

永昌東町 

栄田町 

西栄田町 

本明町 

目代町 

平山町 土師野尾町 

栗面町 

小ヶ倉町 

小川町 

鷲崎町 

赤崎町 黒崎町 小野町 

小野島町 

川内町 

長野町 

宗方町 

津久葉町 久山町 久山台 

貝津町 若葉町 青葉台 

小船越町 中尾町 山川町 

馬渡町 

大字真崎本村名 

津水町 
破籠井町 

堂崎町 白岩町 
堀の内町 大さこ町 

本野町 富川町 

湯野尾町 

下大渡野町 

上大渡野町 

小豆崎町 

中田町 

御手水町 

大場町 

白木峰町 

長田町 

正久寺町 

高天町 

白浜町 

白原町 

猿崎町 

中央地区 

北諫早地区 

南諫早 

地区 

小栗地区 

小野地区 

高城町 

上町 栄町 

八坂町 

本町 東本町 

旭町 

厚生町 八天町 

仲沖町 

幸町 

本野地区 

真津山地区 

西諫早地区 
長田地区 

市市街街化化区区域域  市市街街化化調調整整区区域域  

多良見町 喜々津地区 多良見町 大草・伊木力地区 多良見地域 

飯盛地域 

高来地域 

森山地域 

小長井地域 

有喜地区 

都都  市市  計計  画画  区区  域域  都都市市計計画画区区域域外外  

西里町 

川床町 
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真崎町 

（平成28年4月1日現在）

貝津ヶ丘 


